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模試における警報発生時の対応 

  

中津川市、及び通学する経路、生徒の居住する地域に各種気象警報が発表された場合の対応

は、以下の通りです。 

 

１ 【登校前に警報が発表されている場合】 

●７月「３教科」の場合 

(1) ６：２５までに解除された場合 

    ⇒ 通常通り開始する。 

(2) ６：２５を過ぎても警報が出ている場合 

    ① ８：３０までに解除された場合 

⇒ １０：３０より開始。（登校できない生徒は、延期または自宅解答） 

    ② ８：３０を過ぎても警報が出ている場合 

⇒ 延期する。（期日は追って連絡する） 

●１１月以降「５教科」の場合 

(1) ６：２５までに解除された場合 

    ⇒ 通常通り開始する。 

(2) ６：２５を過ぎても警報が出ている場合 

    ⇒ 延期する。（期日は追って連絡する） 

 

２ 【登校中に警報が発表された場合】 

警報発表を知った時点で、直ちに生徒は安全な方法で帰宅する。（学校の方が時間的・距離

的にも近く、より安全が確保されると判断した場合は登校し、学校に待機してもよい。） 

 

３ 【登校後に警報が発表された場合】 

 (1) 発表された時刻に受けている科目まで受験し、その後帰宅する。 

 (2) 残り科目の問題冊子を受領し、自宅解答・提出を指示する。 

解答冊子は解答用紙提出後に受領し、自己採点を自宅で行う。 

 (3) 帰宅する場合は、「警報発表時の対応意向調査」に基づいて帰宅する。 

① 学校での引き渡しを希望 

② 利用できれば公共交通機関での帰宅を希望 

③ 徒歩や自転車による帰宅を希望 

④ その他 

    上記①の場合は、保護者に連絡し、迎えに来てもらう。 

    上記②～④の場合は、安全を確認したうえで速やかに帰宅する。 

 

※すぐメールで連絡する場合もありますので、ご注意ください。 

 


